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第１章 調査全体の概要 

 

本章では、調査の目的と調査概要、調査体制等を概説する。 

 

1.1 調査の背景と目的 

処分場等太陽光発電の導入促進に向けて、環境省では、平成 26～28 年度の３カ年事業

として「廃棄物処分場等への太陽光発電導入促進事業」をスタートした。「処分場等への太

陽光発電導入実現可能性調査」（以下「ＦＳ調査」という。）は、そのうち調査段階にある

処分場等太陽光発電に対して支援を行うものであり、1)導入段階の事業への支援を行う「先

進的設置・維持管理技術導入実証補助事業」（以下「補助事業」という。）を活用可能な段

階に至るまで、強力な後押しを行うとともに、2)導入・運用ガイドラインの作成を目指す

「廃棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進方策等検討委託業務」に反映可能な有効な事

業手法や課題・解決策といった有用な知見等を抽出することが役割である。今年度は３カ

年事業の３年目に当たり、初年度の“「調査対象の選定の考え方」から「調査の具体的な方

法論」までの実現可能性の体系構築づくり・一通りの遂行”を踏まえ、事業化に向けた具

体な検討・取組み等を行い、事例集やガイドラインに掲載可能な優良事例を創り上げ、全

国の発電事業者・処分場管理者の事業実施に向けた意識を喚起することをミッションとす

る。 

本調査は、上記のＦＳ調査の役割・ミッションを踏まえ、太陽光発電の設置の検討を始

めた「御津・加茂川環境施設組合埋立跡地」について、当該処分場の管理者と連携して、

発電見込量、事業採算性、維持管理方法、CO2削減効果等の検討並びに概略設計等を行い、

事業としての実現可能性を調査・検討することを目的とする。 

併せて、処分場等への太陽光発電導入事業に関する課題・知見等を整理し、当該事業の

有効性を検証することにより、平成 28 年度に導入・運用ガイドラインの作成を目指す「廃

棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進方策等検討委託業務」に反映可能な知見を抽出

することも目的の１つとする。 

 

1.2 調査の概要 

（１）調査地全体のベースとなる検討項目・検討手法 

調査地全体のベースとなる検討項目・検討手法を表 1-1 に示す。 
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表 1-1 実現可能性調査の検討項目と具体的な検討手法 

検討事項 具体的な作業内容 

意義、必要性、目標 
・地域のエネルギーセンターとしての有効活用など新たな社会

的価値の創出を目指した目標設定を行う。 

導入位置、面積、発電最大出力、

年間発電電力見込量 

・処分場等の埋設物による設置に関する制約条件や樹林や建物

等による日影を考慮したうえで発電量を算出する。 

システム(架台等を含む)概略設

計、概略施工計画 

・掘削不要型の架台の採用を基本とし、設備認定に必要なレベ

ルを満たした設計及び施工計画を行う。CO2排出最小化にも

留意する。 

発電した電気の活用方法 
・全量売電を基本とするが、地域のエネルギーセンターとして

の活用（発電した電気の地産地消や災害時の地域貢献方策

等）を積極的に提案する。 

概算事業費 
・発電事業者である代表提案者（国際航業）が有する実績値等

を基にした価格（実態価格）による積算を行う。 

資金計画 
・地元金融機関からの資金調達や地域経済への貢献策として市

民ファンドの組成方法などを提案する。 

事業採算性 
・H25～H27 業務で実施した事業採算性の定量化をベースに、地

域の金融機関等へのヒアリングにより資金調達条件を確認

のうえ、実態価格に基づくキャッシュフローを作成。 

維持管理による発電への影響予

測及びその対策 
・処分場等太陽光発電事業における付加的コストを検討してそ

の対策について記載する。 

・導入促進事業のモニタリング調査結果を活用して沈下量の影

響を把握する。 

廃棄物の自重による沈下に伴う

発電の不安定化についての対策  

モニタリング方法（項目、導入

機器等） 
・既存のモニタリング項目に追加すべき項目及びその方法を明

らかにする。 

CO2削減効果 
・H25～H27 業務で実施した LCA の方法をベースに、系統電力と

比較した削減効果について、処分場等管理者、発電事業者等

であっても容易に算定可能な方法を検討する。 

地域住民との合意形成の方法等 

・対象地の地域特性を考慮のうえ短中長期的な視点で方法を検

討する。 

・事業担当者とのコミュニケーションを強化して、実現に向け

た地域住民へのアンケート調査を提案するなど、具体的方法

論を提案する。 

関係法令・制度 
・処分場によっては、市町村の防災計画等により避難所や災害

廃棄物仮置き場として指定されている場合があるため、市町

村担当者にヒアリングを実施して確認を行う。 

従前の計画等で変更が必要とな

る項目とその可能性 
・既存の跡地利用計画もしくは過去の住民説明会等での意見・

要望等を整理し、必要な対応を検討する。 

必要な事務手続き等 
・系統接続に関しては、可能な限り電力会社へのアクセス検討

の申込み及び経済産業省への設備認定の申請を行う。 
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（２）調査地ごとの特徴・課題に応じた検討内容の整理に当たっての基本的な考え方 

各調査地の特徴や課題を踏まえ、上記（１）の検討項目の中から、調査地ごとの検討項

目を整理した。整理に当たっての基本的な考え方を以下に示す。 

①「処分場等における太陽光発電に固有の架台に関する検討事項」、「環境省ガイドライ

ンの作成に向けて有用な知見が得られると期待される検討事項」を優先する。 

（ア）廃棄物処分場の機能維持に関する視点（発生ガスや浸出水への影響等） 

（イ）太陽光発電事業の機能維持に関する視点（地盤沈下による発電量の減少等） 

（ウ）地域との合意形成に関する視点（地域へのメリット等） 

②別途、実施設計業務が進行中の場合は、実施設計で対応すべき事項は除外する。 

 

（３）一般廃棄物最終処分場の特徴・課題等とそれに応じた重点検討内容 

一般廃棄物最終処分場の特徴より、課題に応じた個別の重点検討内容を以下に示す。 

なお、特徴については、2.1 に整理した。 

 地目について 

現状では、一般廃棄物処分場の地目が農地(田畑)となっているものもあり、太陽光

発電設備の設置が不可能な状態である。栃木市の農業委員会に相談を行い、太陽光発

電設備の設置が可能となるよう検討する。 

 事業主体について 

㈱DSK は、自力での事業実施は難しい。そのため、土地貸しによるスキームを検討

する。 

 

 

以上の検討から、地域住民との合意形成に資する資料の作成を重点事項とする。 

図 1-1 に FS 調査の検討フローと株式会社 DSK への協力要請事項を示す。 
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検討フロー 
株式会社 DSK 

への協力要請事項 

  

図 1-1 FS 調査の検討フローと株式会社 DSK への協力要請事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩地域住民との合

意形成の方法等 

⑫調査結果の取りまとめ 

⑪系統連係への接続の可能性の検討 

①意義、必要性、目標の設定 

⑨関係法令・制度の整理 

②導入位置、面積の検討、発電最大出力、年間発電電力見込量の算出 

④発電した電気の

活用方法の検討 

⑤概算事業

費の積算 

⑧事業採算

性の検討 

⑦CO2 削減効

果の算定 

ヒアリングへの

協力 

図面等の提供 

打合せ 

(中間報告) 

調査結果の照査 

(最終報告) 

③システム(架台等を含む)概略設計と概略施工計画の実施 

⑥維持管理に

おける発電へ

の影響予測及

びその対策の

検討 
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1.3 調査の実施体制 

本調査は平成 28 年度環境省委託業務として、国際航業株式会社、株式会社エックス都

市研究所、株式会社東洋設計、公益財団法人廃棄物・3R 研究財団の 4 社による共同実施体

制によって実施した。 

図 1-2 に本調査の実施体制図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 本調査の執行体制図 

 

 

 

 

 

 

４社による共同実施体制 

環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課 

代表提案者：国際航業（株） 
業務役割：業務統括、処分場等への太陽光発電導入実現

可能性調査、平成 27 年度実現可能性調査のフ
ォローアップ調査、処分場等への太陽光発電
導入に係る課題整理及び解決策の検討・提案 

 

委託 

共同提案者：（株）東洋設計 
業務役割：処分場等への太陽光発

電導入実現可能性調
査、平成 27 年度実現
可能性調査のフォロー
アップ調査 

 

 
共同提案者：（公財）廃棄

物・３Ｒ研究財団 
業務役割：実現可能性調査及び課

題の解決策の検討・提
案等 

共同提案者：（株）エックス都市研究所 
業務役割：処分場等への太陽光発電導入実現可能性調査

（実現可能性調査の検討事項・手法の整理等）、
処分場等への太陽光発電導入に係る課題整理
及び解決策の検討・提案 
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第２章 事業諸元の設定 

本章では、一般廃棄物最終処分場への太陽光発電設備の導入地、及び事業の意義・目標

等の設定、周辺環境情報の収集・整理に関する検討結果を概説する。 

 

2.1 太陽光の導入地の設定 

太陽光発電設備の導入候補地は「一般廃棄物最終処分場」とした。導入地の概要を表 2-1、

表 2-2、特徴を以下、位置を図 2-1、図 2-2 に示す。 

＜処分場の特徴＞ 

・当処分地の面積は、3.9ha。江川を挟んで 0.8ha と 3.1ha の 2 つに分けられる。 

・主な埋立物は、焼却残渣と不燃物残渣である。 

・日射量は比較的多く、平坦な地形である。 

・周辺に民家はほとんどなく、最近隣は約 50ｍ。 

・南側は、渡良瀬川遊水地の堤防となっているため、太陽光の遮蔽物はない。 

 

表 2-1 太陽光の導入地の概要 

管理者 株式会社 DSK 

所在地 

栃木県栃木市藤岡町赤麻 5128-2 外 24 筆 

栃木県栃木市藤岡町赤麻 5127-4 外 15 筆 

栃木県栃木市藤岡町赤麻 3801 外 24 筆 

栃木県栃木市藤岡町赤麻 3797-1 外 19 筆 

栃木県栃木市藤岡町赤麻 5159 外 27 筆 

栃木県栃木市藤岡町赤麻 5129-2 外 2 筆 

栃木県栃木市藤岡町赤麻 3771-1 外 7 筆 

処分場等の種類 一般廃棄物最終処分場 

被覆施設の面積(ｍ2) 
約 39,257 ㎡ 設置時期 昭和 55 年 

埋立開始時期 昭和 55 年 

処分場の状況 埋立完了 埋立完了時期 平成 10 年 10 月 

埋立内容物 
焼却残渣 

不燃物残渣 

破砕の有無 有り 

破砕後のサイズ 不明 覆土圧 100cm 

遮水工の有無 
有り 遮水工の種類 高分子系 

遮水シート 

構造基準・維持管理基

準・処理基準(処分基準) 

への適合 

適合   
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 「国土地理院の電子地形図（タイル）を掲載」 

図 2-1 一般廃棄物最終処分場位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「国土地理院撮影の空中写真（2007年～撮影）」 

図 2-2 太陽光の導入地の位置図 

栃木県 

一般廃棄物 
最終処分場 
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2.2 事業の意義・目標等の設定 

上記 2.1 を踏まえ、事業の意義・目標等を以下のとおり設定した。 

＜事業の意義・目標等＞ 

処分場廃止に向けて、水処理設備等の維持管理費及び借地料の確保を目指すものとす

る。 

 

2.3 周辺環境情報の収集・整理 

 平坦であり、太陽光の遮蔽物はない。 

 系統連系点まで、2.8km。 

 処分場の南側は、渡良瀬川の遊水地となっている。 

 周囲に民家がほとんどない。 
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第３章 施設計画 

本章では、太陽光発電設備の設計条件、概略計画、年間発電電力見込量の算出、架台・

基礎の概略設計、その他の検討等の結果を概説する。 

 

3.1 太陽光発電設備の設計条件 

太陽光発電設備の設計条件は以下のとおり。 

＜太陽光発電設備の設計条件＞ 

・導入位置：第 1 発電所、第 2 発電所 

・導入敷地面積：約 39,257 ㎡ 

・方位角：0 度 

・傾斜角：10 度 

 

3.2 太陽光発電設備の概略設計 

太陽光発電設備の導入位置を図 3-1 に、連携点までの配線ルートを図 3-2 に示す。この

場合、導入面積は、第 1 発電所：6,797 ㎡、第 2 発電所：30,748 ㎡、発電最大出力は、第

1 発電所：504.825kW、第 2 発電所：2,714.925kW となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 太陽光発電設備の導入位置 
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3.3 年間発電電力見込量の算出 

発電電力見込量は下式により算出した。 

年間発電電力見込量（kWh/年） 

  ＝発電最大出力（kW）×日射量（kWh/㎡・日）×365 日×総合設計係数※1 

   ÷標準日射強度※2（kW/㎡） 

※1 総合設計係数とは、直流補正係数、温度補正係数、インバータ効率、配線損失等を考

慮した値であり、「大規模太陽光発電設備導入の手引書」（NEDO/平成 23 年 3 月）で

は 0.65～0.8 程度としている。参考までに JIS C 8907:2005 太陽光発電システムの発

電電力量推定方法より、以下の値と式を用いて算出したところ 0.80 となる。また、「平

成 29 年度以降の調達価格等に関する意見」（調達価格等算定委員会）によると平成

29 年度の調達価格の算定においては、設備利用率は昨年度の 14％から 15.1％に上昇

したものを採用されていることから、本検討では、初年度の総合設計係数を 0.86（0.80

×15.1/14=0.86）とし、年ごとの減水率を 0.5％見込むものとした。 

  KHD ：日射量年変動補正係数 0.97 KPD ：経時変化補正係数 0.95 

  KPA ：アレイ回路補正係数  0.97 KPM ：アレイ負荷整合補正係数 0.94 

  ηINO：インバータ実行効率  0.95 

総合設計係数＝KHD×KPD×KPA×KPM×ηINO＝0.97×0.95×0.97×0.94×0.95＝0.8 

初年度の総合設計係数 0.86＝0.80×15.1/14 

 

※2 地球大気に入射する直達太陽光が通過する路程の、標準状態の大気に垂直に入射した

場合の路程に対する比をエアマス（AM）という。AM1.5 のときの日射強度を標準日射

強度といい、1kW/m2となる。 

 

導入地の日射量、気温及び上式により算出された発電電力見込量を以下に示す。 

・日射量：年平均 3.82kWh/㎡・日（NEDO MONSOLA-11 観測地点：小山より） 

・気温：年平均 15.3℃（気象庁より） 

・年間発電電力見込量：第 1 発電所約 605MWH/年、第 2 発電所約 3,255MWH/年 
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3.4 架台・基礎の概略設計 

架台の種類・置き方は、コストと環境影響の 2 つの観点から検討することとした。一般

廃棄物最終処分場では、最終覆土は 1.0m であり、スクリュー杭基礎と FX 鋼管基礎は使用

困難と考えられる。一般的なコンクリート架台の単独基礎で計画するものである。 

表 3-1 に架台基礎の種類を示す。 

 

表 3-1 架台基礎の種類 

 概要 

コスト（例） 

（1kW あたり、 

工事費込） 

環境影響 

スクリュー杭基礎 

 

スクリュー杭を打込む工法。

使用後は有価物として売却可。 

1.5～2.5 万円 

（国際航業（株）

実績） 

地面への荷重あり 

（覆土を突き破る可

能性） 

FX 鋼管基礎 

 

鋼管を打込む工法。使用後は、

有価物として売却可。比較的浅

い打込みで強度を確保できる。 

約 2.5 万円 

（（株）トーエ

ネックの場合） 

地面への荷重あり 

（覆土を突き破る可

能性） 

コンクリート架台（連

結） 

 

現場で型枠設置、鉄筋組立、

コンクリート打設を行う工法。

基礎は全体として連続してい

る。最も一般的な構造。 

2.5～3.5 万円 

（国際航業（株）

実績） 

地面への荷重大 

コンクリート架台（単

独） 

 

施工手順は上記連結と同じ。

各基礎は独立した凸型の形状を

した構造。 

1.5～2.5 万円 

（発電事業者ヒ

アリング） 

地面への荷重やや大 
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3.5 その他の検討 

太陽光発電設備が設置可能となる地目対応策 

当該地は、農振農用地区域内農地に該当し、地目が農地となっている土地を一時転

用により処分場として利用している。栃木市との協議の結果、当該地は非農地証明に

より農地法上の農地ではなくなり、太陽光発電事業を実施可能である旨を調整済みで

ある。 

 

以下に農地法及び非農地証明について概説する。 

 

・農地法 

耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を目的に、農地の所有や利用関係の仕組み

を定めた法律。1952 年施行。農地の売買や相続による所有権の移転、貸借、転用(農

地を農地以外のものにすること)などについての制限が規定されている。 

農地法の規制により、地目が農地のままでは太陽光発電設備の設置が不可能となっ

ている。 

 

・非農地証明 

非農地証明とは、登記上の地目が田・畑・牧場となっている場合において、その土地が

農地法上の農地に該当するかどうかを農業委員会が判断し、一定の条件を満たした場合に

は「非農地」として証明するというもの。 

この証明書が交付されることによって、該当する土地が農地法上の農地ではなくな

ることになりますので、農地法の規制から解放されることになります 

地目変更登記をする時も、この非農地証明があれば登記をすることが可能になりま

す 
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第４章 概略施工計画 

 

本章では、太陽光発電設備等の施工計画、工事工程表等に関する検討結果を概説する。 

 

4.1 太陽光発電設備等の施工計画 

第 3 章に示した検討結果を踏まえ、太陽光発電設備等の成功の項目を表 4-1 に示す。 

 

表 4-1 施工項目 

施工項目 内   容 

造成・整地 太陽光パネルを設置する場所の造成、整地が必要な場合に実施。 

基礎工事 コンクリートの基礎の搬入、設置。 

架台組立 架台の搬入、組立を行う。 

太陽光パネル設置 太陽光パネルの搬入、架台の取り付けを行う。 

電気工事 引込内線工事、埋設管路工事、キュービクルの設置、パワーコンデ

ィショナの取り付け、配線工事、鉛管監視システムの設置を行う。 

浸出水処理対策 

(実施する場合) 

造成による傾斜付け、防草シートの敷設、パネルへのテープ貼り付

け等の浸出水処理対策を導入する。 

電力会社側工事 配線増強工事、電力会社供給用メーターの設置等を行う。 

検査 太陽光パネル取付検査、施主検査、絶縁抵抗測定を行う。 

運転開始 電力会社立会いのもと、システムの連系運転を開始する。 

 

また、施工において留意することが望ましい事項を以下に示す。 

＜施工上の留意事項＞ 

 墜落災害、車両災害、火災災害、第三者災害等事前に予想される災害の防止 

 工事の PR、作業場所周辺への環境対策、騒音対策、地元住民への配慮、苦情等の対策 

 電力使用量の節減、事務用紙購入枚数の削減、古紙リサイクル率の向上、産業廃棄物

リサイクル率の向上等、環境への配慮 

 工程管理 

 品質管理 
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4.2 工程表 

発電規模を勘案し、他の導入事例を参考として、工事工程を以下のとおりとした。 

 

表 4-2 工程表(案) 

日程（ヶ月） 1 2 3 4 5 6 

土木 

工事 

造成・整地       

基礎工事       

架台組立       

太陽光パネル設置       

電気工事       

電力会社側工事       

検査       

運転開始       
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第５章 発電した電力の活用方法の検討 

 

本章では、既存事例調査、本事業に求められる条件、本事業に相応しいと考えられる事

業スキーム（案）等に関する検討結果を概説する。 

 

5.1 事例となる事業スキーム 

 平成 27 年度調査結果から整理したニーズを踏まえ有望と考えられる事業スキームを

選定した結果を表 5-1 に示す。各種ニーズに対応した 6 つの事業スキームを選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-1 検討対象とする事業スキーム 

事業 
ｽｷｰﾑ
No 

基本とな
る事業ス
キーム 

付加することが
適当と考えられ
るオプション 

事業スキームの名称 選定理由 

SC1 民間主導
型 

民間主導型 民間主導事業スキ
ーム 

管理者が土地を提供して民間事
業者が事業を推進する。 

SC2 売電収益の一部
を地域に還元 

売電収益地域還元
スキーム 

一般的な太陽光事業では民間事
業者が市民ファンドや基金設立
により地域に売電収益を事例が
増えている。 

SC3 災害時に電力の
一部を防災拠点
に供給 

災害時対応スキー
ム 

既存事例では災害対策の面から
地域に貢献する事例が多く見ら
れ有効な事業スキームと考えら
れる。 

SC4 公共主導
型 

電力の一部を処
分場及び関連施
設で使用 

処分場施設内電力
利用スキーム 

処分場機能の維持管理施設の費
用負担の軽減に役立つことから
自治体にニーズがあると推測さ
れる。 

SC5 電力を地域の公
共施設や地域家
庭へ供給 

電力地域供給スキ
ーム 

地域のエネルギー自給率向上及
び災害対策の面から今後ニーズ
が高まることが予想される。 

SC6 公民連携
型 

上下分離スキー
ム 
 

上下分離スキーム 土地の整備・管理を公共、発電事
業を民間事業者が請け負うこと
によりリスク分担が図られる。 

 

 

・環境政策や市民ファンドを通じて地域に収益・メリットを地域還元したい 

・災害時に利用できる蓄電池をしたい 

・（自治体が）事業者となって事業を実施したい。 

・税収入の増加につながる施策としたい。 

・初期投資の負担をなるべく軽くした事業としたい。 

・発電した電気を処分場維持管理施設内で利用し、費用負担を軽減したい。 

・地域ぐるみで「責任・役割」と「収益還元」を公平に分配できる事業実施体制ができないか。 

・電気事業法の改正を活かした地域内自家消費の事業ができないか。 

＜平成 27 年度調査結果から整理したニーズ（抜粋）

＞ 
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各事業スキームの事業スキーム図を図 5-1～6 に示す。 

 

【SC1：民間主導スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 民間主導スキーム 

 

【SC2：売電収益地域還元スキーム民間主導スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 売電収益地域還元スキーム 

 

一般電気事業者売電

処分場管理者

電力料金

（FIT）

一般家庭等

配電 電気代

地域貢献

地域住民

地域の建設会社

発電事業者

土地提供
土地賃料

固定資産税等

工事代金
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【SC3：災害時対応スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 災害時対応スキーム 

 

【SC4：処分場施設内電力利用スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 処分場施設内電力利用スキーム 

 



 

巻末資料 6-14 

 

【SC5：電力地域供給スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5 電力地域供給スキーム 

 

【SC6：上下分離スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6 上下分離スキーム 
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5.2 本事業に求められる条件 

本事業に求められる条件を検討・整理した。整理結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 本事業に相応しいと考えられる事業スキーム（案） 

本地区の条件に適合すると考えられる事業スキーム（案）は、全量売電のスキームと考

えられる。 

(株)DSK が事業主体として事業実施は難しいため、土地貸しによるスキームを以下に示

す 

 

表 5-2 土地貸しによる事業スキーム 

事例名称 全量売電のスキーム（土地貸し） 
スキーム図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

事業概要 
・FIT 制度を活用して一般電気事業者（電力会社等）への系統

連系を行い、全量売電を図る。 
・処分場の廃止に向けた維持管理費と借地料を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

＜本事業に求められる条件＞ 

1.全量売電の事業スキームを基本とする。 

2.立地条件を考慮した効率的な発電計画を検討。 

3.事業化が図られた場合は公的意義としての非常時対応や、地

域還元方策についても検討する。 

 

一般電気事業者売電

処分場管理者

電力料金

（FIT）

一般家庭等

配電 電気代

地域貢献

地域住民

地域の建設会社

発電事業者

土地提供
土地賃料

固定資産税等

工事代金

土

地 賃

料 



 

巻末資料 6-16 

 

第６章 概算事業の算定と事業採算性の検討 

 

本章では、概算事業費の算定、事業採算性の検討等の結果を概説する。 

 

6.1 概算事業費の算定 

（１）売電単価の設定 

太陽光発電事業を民間事業者が実施することを想定し、事業採算性を重視した全量売

電を前提とした。そのため、売電単価は平成 29年度の調達価格※を使用することとした。

なお、調達価格は毎年見直され、年度末に次年度の価格が決定される。 

表 6-1 に非住宅用（10kW 以上）調達価格を示す。 

※調達価格とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23

年法律第 108 号）（以下「特措法」という。）第 3 条の調達価格のこと。 

 

表 6-1 非住宅用（10kW 以上）調達価格 

 平成 29 年度 

調達価格（税抜） 21 円/kWh 

出典：「平成 29 年度調達価格及び調達期間に関する意見」（調達価格等算定委員会） 

 

（２）事業採算性の評価条件の設定 

事業採算性の評価には、一般的に投資事業の判断指標で用いられる IRR（内部収益

率）※1 を用いる。本業務では､事業性を比較するため、資金調達は建設コストの 75％

を金融機関より借入れ、自己資金 25%を投資した場合に統一したうえで、エクイテイ

IRR※2（自己資金 25%に対して見込まれる内部収益率）を評価条件とした。 

※1 IRR（Internal Rate of Return）とは、投資に対する利回り（収益性）を表すもので、投資プロ

ジェクトの正味現在価値（NPV）がゼロとなる割引率のことをいう。投資によって得られると見込まれる

利回りと、本来得るべき利回りを比較し、その大小により判断する。 

※2 IRR のうち、一部を自己出資した場合で、かつ、資金調達した場合の出資分への収益性を示す指

標をエクイテイ IRR といい、事業全体の収益性を示す指標はプロジエクト IRR という。（投資額を資本

金+借入金（全投資額）、キャッシュフローとして融資に対する返済額を含まないフリーキャッシュフロ

ーを用いて算出する内部収益率。） 

 

（３）各コストの設定 

事業採算性を把握するため、建設コスト、系統連系工事負担金、その他開発コスト、運

営管理費、借入金利、保険料、パワーコンディショナ交換費用、施設撤去費を設定する必

要がある。表 6-2 に示すとおり設定した。 
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表 6-2 各コストの設定 

建設 

コスト 

設定前提 

・調達価格等算定委員会では発電規模毎に平均単価を設定して、

24.4 万円/kW（税抜き）という調達価格を算出している。しか

しながら、各候補地の特徴を考慮すると建設コストの実情と乖

離があることから、本報告では、EPC 業者へのヒアリングや実

績ベースでの単価を設定することとする。 

一般廃棄物 

最終処分場 

第 1 発電所 

（505kW） 

・コンクリート架台(単独)の基礎を採用する。 

以上の条件を考慮し、23 万円/kW※と設定した。 

※23 万円/kW には系統連系工事負担金を含まない。 

一般廃棄物 

最終処分場 

第 1 発電所 

（2,715kW） 

・コンクリート架台(単独)の基礎を採用する。 

以上の条件を考慮し、19 万円/kW※と設定した。 

※19 万円/kW には系統連系工事負担金を含まない。 

系統連系工事 

負担金 

高圧連系の場合の系統連系負担金については、連系候補地への

距離・連系希望系統の空き状況により大きく異なるが、本業務で

は調達価格等算定委員会の 1.35 万円/kW と設定した。 

その他開発 

コスト 

現地調査費用、設計費用、系統連系協議費用（高圧のみ）、法

令許認可確認作業、地域貢献費用等の太陽光発電設備の開発のた

めに必要な費用※をいう。 

※地域貢献の一貫として用いられる自立運転機能付きパワーコンデ

ィショナ（10kW 以上）にかかる追加費用や、発電量等の表示パネ

ル等の整備のこと。自立運転機能付きパワーコンディショナは、自

立運転機能のないものと比較すると 2～3 割程度割高になるため、

そのコスト増加分を追加費用としてみている。 

当該コストは規模に比例して費用が嵩むことから、建設コスト

の 5％と設定した。 

なお、調達価格等算定委員会では、詳細なコスト項目を積み上

げていないため、より実態的なコストとするために国際航業(株)

の調査によって費用を設定した。 

修繕費 

昨年度の調達価格等算定委員会が算出した値が概ね必要コス

ト通りと見込まれることから、建設コストの 0.84％/年と設定し

た。 

借入金利 

借入金利は事業者の業績や担保の有無、これまでの金融機関と

の取引状況により大きく異なるため、ここでは発電設備以外の担

保を設定しない条件で、金融機関との取引履歴が少ないことを想

定し、日本政策金融公庫の基準利率を参考にし、年利 2.00％（借

入期間 15 年）と設定した。 
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保険料 

一般的に保険料は建設コストに応じて比率で算出することが

多い。数箇所の発電事業における保険料実績から、建設コストの

0.25％/年と設定した。 

なお、当該保険料は火災保険（建物に起因する火災により被害

を受けた場合、調達価格の 100％の保険が受けられる）、利益保

証保険（売電収入の 3 ヶ月分）、損害賠償保険（5 億円/対人、5

億円/対物）が含まれている。 

パワーコンディショ

ナ交換費用 

パワーコンディショナは 10 年程度が寿命といわれており、20

年の売電事業期間中に一度入替え、若しくはオーバーホールをす

る必要があることから、1 年目～10 年目までの間 11 年目の入替

え費用を毎年積立計算する条件とした。なお、オーバーホールを

するより入れ替える方が費用がかかるため、本費用設定において

はオーバーホールをする場合の現在の一般的なパワーコンディ

ショナ費用である 2 万円/kW・年とした。 

施設撤去費用 

事業終了後、施設を撤去することを想定し、パワーコンディシ

ョナ交換費用積立終了後の 11 年目～20 年目までの間、毎年撤去

費用を積立計上する条件とした。費用設定においては、昨年度の

調達価格等算定委員会の根拠として用いられた建設費の 5％を必

要撤去費用とし、当該費用を 10 年間で分割積立する計算とした。 

賃料 

調達価格等算定委員会では地上を想定し 125 円/㎡・年の使用

料を算定根拠としているが、全国の公募事例を見ると、規模・日

射量・形状等により決定貸付料には大きな差が生じている。 

そのため、本調査では土地所有者や施設所有者等が示す条件に

より設定することとする。 

 

これら各コストの設定を踏まえ、表 6-3 に必要コストを一覧にまとめた。 

表 6-3 初期投資、維持管理費、その他費用の一覧 

初期 

投資 

建設コスト 
第 1 発電所 23 万円/kW 

第 2 発電所 19 万円/kW 

系統連系工事負担

金 
1.35 万円/kW 

その他開発コスト 建設コストの 5％ 

維持 

管理費 

修繕費（年） 建設コストの 0.84％/年 

借入金利 2.00％（15 年） 

保険料 建設コストの 0.25％/年 

その他 

パワーコンディシ

ョナ交換積立 
2 万円/kW（前半 10 年間分割積立） 

施設撤去費用 建設コストの 5％（後半 10 年間分割積立） 

賃料 100 円/㎡・年、125 円/㎡・年 

（国際航業（株） 自社調査による） 
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6.2 事業採算性の検討 

 

上記 6.1 を踏まえ、事業採算性を以下のとおり検討した。 

本事業は基本的に全量売電するスキームとしての実施を考えており、表 6-6、表 6-7 で

は、全量売電するスキーム（賃料 100 円/m2･年）を第 1 発電所と第 2 発電所に分けた試算

結果を示し、表 6-8、表 6-9 では、全量売電するスキーム（賃料 125 円/m2･年）を第 1 発

電所と第 2 発電所に分けた試算結果を示す。 

試算結果は表 6-4、表 6-5 に示すとおり、PIRR は第 2 発電所のみであれば内部収益率は
プラスとなり､大きくはないが事業採算性は見込めることとなる。 

以下に事業採算性の高い第 2 発電所について示す。 

・賃料 100 円/㎡・年 

(株)DSK の 20 年間の収入は、6,957 万円。 

発電事業者の事業採算性については、PIRR は 5.88％となった。 

・賃料 125 円/㎡・年 

(株)DSK の 20 年間の収入は、8,697 万円。 

発電事業者の事業採算性については、PIRR は 5.67％となった。 

 

事業化のためには、賃料と事業採算性を両立できる条件を見出すことが重要である。 

 

表 6-4 試算結果の指標① 

 

表 6-5 試算結果の指標② 

 第 1 発電所 第 2 発電所 

プロジェクトコスト

(建設費等) 

128,730 千円 578,279 千円 

年間の発電収入 1 年目 11,825 千円/年～ 

20 年目 10,702 千円/年 

1 年目 63,595 千円/年～ 

20 年目 57,554 千円/年 

20 年間の発電収入 242,164 千円 1,302,347 千円 

使用賃料(円/m2･年) 100 100 

PIRR (%) 2.84 5.88 

(株)DSK の 

20 年間の収入 
17,870 千円 69,572 千円 

 第 1 発電所 第 2 発電所 

プロジェクトコスト

(建設費等) 

128,730 千円 578,279 千円 

年間の発電収入 1 年目 11,825 千円/年～ 

20 年目 10,702 千円/年 

1 年目 63,595 千円/年～ 

20 年目 57,554 千円/年 

20 年間の発電収入 242,164 千円 1,302,347 千円 

使用賃料(円/m2･年) 125 125 

PIRR (%) 2.57 5.67 

(株)DSK の 

20 年間の収入 
22,338 千円 86,965 千円 
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表 6-6 全量売電スキーム（賃料 100 円）の収支（第 1 発電所） 

 



 

巻末資料 6-21 

 

表 6-7 全量売電スキーム（賃料 100 円）の収支（第 2 発電所） 
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表 6-8 全量売電スキーム（賃料 125 円）の収支（第 1 発電所） 
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表 6-9 全量売電スキーム（賃料 125 円）の収支（第 2 発電所） 
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第７章 事業実施による効果の検討 

 

本章では、CO2削減効果の算定、CO2 削減効果以外の効果の整理等の結果を概説する。 

 

7.1 CO2削減効果の算定 

（１）算定方法の検討 

CO2 削減効果については、二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金の申請書類のひとつで

あるハード対策事業計算ファイルに従い、環境省「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブ

ック(B.再生可能エネルギー発電用),H29.2」を参考とした。本計算ファイルでは、年間設

備利用率から設備容量当たりの発電量を算出し、設備容量当たりの発電量に CO2 排出係数

を掛け合わせて設備容量当たりの CO2 削減量を算出し、これに設備容量を掛け合わせるこ

とで年間 CO2削減量及び累積 CO2削減量を算出している。 

 

（２）算定に当たっての前提条件の設定 

CO2削減効果の算定に当たっての前提条件を表 7-1 に示す。 

表 7-1 CO2削減効果の算定に当たっての前提条件 

事項 設定内容 設定理由 

設備容量 3,220kＷ 第１・２発電所の合計容量 

導入する機器・ 

システムの種類 

太陽光発電 － 

耐用年数 20 年 国家戦略室コスト等検証委員会にお

ける電源別耐用年数（稼動年数）より

設定 

設備利用率 15.1％ 経済産業省調達価格等算定委員会第

28 回資料より設定 

排出係数 0.000587 t-CO2/kWh 電気事業者別排出係数の代替値（平

成 27 年度実績） 

 

（３）CO2削減効果の算定結果 

 年間 CO2削減量及び累積 CO2削減量を算定した結果を表 7-2 に示す。 

表 7-2 CO2削減量の算定結果 

年間 CO2削減量 2,500 t-CO2/年 

累積 CO2削減量 50,004 t-CO2 
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7.2 CO2削減効果以外の効果の整理 

処分場管理者との意見交換を踏まえ、本事業における CO2 削減効果以外の期待される社

会的効果等を表 7-3 のとおり整理した。 

 

表 7-3 処分場太陽光発電事業により期待される効果 

項目 効果 

収入の増加 太陽光発電事業の実施により、賃借料が得られる。これに

より維持管理費等の負担軽減が期待できる。 

処分場イメージの向上 廃棄物処分場については、「汚れや悪臭」といったイメー

ジがあったが、太陽光発電の導入により地域住民の処分場

等に対するイメージが向上すると期待される。また、地域

自体のイメージも良くなることが期待される。 
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第８章 事業実施に向けた必要手続き 

 

本章では、本事業に関連する法制度、各種法制度の届出･認可等に関する事前協議、地

域住民との合意形成の方法等に関する検討結果を概説する。 

 

8.1 本事業に関連する法制度 

最終処分場等へ太陽光発電設備を設置する際に、届出や許可などの事前協議が必要にな

ると考えられる法令等（不要となる法令等については、その理由）を表 8-1～表 8-4 に示

す。 

最終処分場に係る法令等は、土地の形質変更の内容や規模、最終処分場の状態（廃止前、

廃止後）、廃止前であれば処分場の所有者（市町村、民間）などによって手続きが変わる

ため、各処分場においては、それぞれの状況に応じた手続きを行う必要がある。 

なお、環境省令で定める措置が行われた不法投棄地は指定区域とされるため、廃止され

た最終処分場と同様の手続きが必要となる。 

 

表 8-1 処分場等への太陽光発電の導入に関連する法制度等 

法制度名 実施主体 概要 摘要 手続き等 

廃 棄 物 処

理法 

環境省 土 地 の形質

変 更 を行う

際 に 必要と

なる。 

廃止前 一般廃棄物最終処分場（ただし、市町村が届出

を行った施設を除く）及び産業廃棄物最終処分

場においては、都道府県知事の許可が必要であ

る。 

市町村が届出を行った一般廃棄物最終処分場

においては、都道府県知事へ届出が必要であ

る。 

ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変

更である時は、この限りではない。 

廃止後 都道府県知事により指定された指定区域内で

の土地の形質を変更しようとする者は、都道府

県知事へ事前の届出を行う必要がある。 

ただし、この限りでない行為もある。  

なお、環境省令で定める措置が行われた不法投

棄地は、指定区域に含まれる。 

最 終 処 分

場 跡 地 形

質 変 更 に

係 る 施 行

ガ イ ド ラ

イン 

環境省 指 定 区域に

お け る土地

の 形 質変更

を 行 う際に

役立つ。 

廃止後 指定区域の指定範囲と指定方法、届出事項及び

届出が不要な場合の考え方、施行基準の具体的

な内容について、都道府県知事等や事業者が法

の適正な執行に資するための内容が整理され

ている。 
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法制度名 実施主体 概要 摘要 手続き等 

跡地利用 

計 画 に 関

す る 条 例

等 

地 方 公 共

団体 

最 終 処分場

の 跡 地利用

を 行 う際に

係る。 

廃 止

前・廃

止後 

 

地方公共団体は、条例などにより、跡地利用計

画を作成している。また、その計画を基に跡地

利用の事業者等に対し、開発工事を開始する前

に、周辺住民説明会などにより、その計画の概

要を周知し、住民の理解・協力を得ることを求

めている。  

なお、民間の最終処分場については、地方公共

団体が条例などを基に指導要綱などを作成し、

跡地利用の指導を行っている場合もあること

に注意する必要がある。 

 

表 8-2 太陽光発電の導入に関連する法制度等 

法制度名 実施主体 概要 摘要 手続き等 

電気事業

法 

経済産業

省 

電気工作物

の設置およ

び利用する

際に必要と

なる。 

廃止前

廃止後 

太陽光発電設備（50kW 未満を除く）は、

「自家用電気工作物」と定義されているた

め、保安規定を定め、電気主任技術者を選

任し、経済産業大臣に届出を行う必要があ

る。 

電気事業

者による

再生可能

エネルギ

ー電気の

調達に関

する特別

措置法 

経済産業

省 

電力事業者

に再生可能

エネルギー

を固定価格

で売電する

際に必要と

なる。 

廃止前

廃止後 

 

一般的な太陽光発電施設と同様に、経済産

業大臣へ設備認定の申請を、電気事業者へ

特定契約・接続契約の申し込みを行う必要

がある。 

 

表 8-3 その他の法制度等 

法制度名 実施主体 概要 摘要 手続き等 

国土利用

計画法 

国土交通

省 

土地の譲

受けなど

を行う際

に必要と

なる。 

廃止前 

廃止後 

土地売買等の契約を締結した場合には、当

該土地が所在する市町村の長を経由して、

都道府県知事に届出を行う必要がある。た

だし、一定の面積未満の土地や規制区域な

ど適用外となる場合もある。  

なお、規制区域に指定されている場合は、

その区域内における土地の取引には必ず都

道府県知事の許可が必要となる。 
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法制度名 実施主体 概要 摘要 手続き等 

建築基準

法 

国土交通

省 

工作物建

築する際

に必要と

なる。 

廃止前 

廃止後 

国土交通省の通知により、土地に自立して

設置する太陽光発電設備については、太陽

光発電設備自体のメンテナンスを除いて架

台下の空間に人が立ち入らないものであっ

て、かつ、架台下の空間を居住、執務、作

業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その

他の屋内的用途に供しないものについて

は、法が適用される工作物から除外されて

いる。なお、太陽光発電施設の設置につい

ては電気事業法に規定されている。 

自然公園

法 

 

 

環境省 工作物を

建築する

際や、そ

れらの色

彩を変更

する際に

必要とな

る。 

廃止前 

廃止後 

環境大臣（国立公園）もしくは都道府県知

事（国定公園）によって指定された特別地

域 

内に、太陽光発電施設を設置しようとする

場合や色彩を変更しようとする場合などに

は、環境大臣もしくは都道府県知事の許可

が必要となる。  

なお、環境省では、「国立・国定公園内にお

ける大規模太陽光発電施設設置のあり方に

関する基本的考え方」を示しており、今後、

自然公園法施行規則の改正やガイドライン

の策定を行うこととしている。 

森林法 農林水産

省 ( 林 野

庁) 

処分場の

新設の際

に必要で

あり、廃

止時の跡

地利用の

方法が規

定 さ れ

る。 

廃止前 

廃止後 

開発行為が地域住民の福祉や生活環境の保

全に支障をきたさないよう、開発行為の施

行中及び完了後における開発区域内外の環

境の整備、保全管理について必要な事項を

協定している。処分場の廃止後についての

跡地利用について、伐採及び伐採後の造林

の計画の届出等の規定に従う必要がある。 

景観法 国土交通

省 

処分場の

立地場所

によって

は景観へ

の配慮が

求められ

る。 

廃止前 

廃止後 

景観法第 16 条第 1 項に基づき、国土交通省

令（第四号に掲げる行為にあっては、景観

行政団体の条例。以下この条において同

じ。）で定めるところにより、行為の種類、

場所、設計又は施行方法、着手予定日その

他国土交通省令で定める事項を景観行政団

体の長に届け出なければならない。 

例として、フェンスの設置等に対して、景

観法に基づく届出が求められる場合があ

る。 
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表 8-4 地方公共団体における条例等 

法制度名 実施

主体 

概要 摘要 手続き等 

生活環境条

例等 

地 方

公 共

団体 

土 地 の 改 変

を行う際に、

周 辺 環 境 へ

の 悪 影 響 が

な い こ と を

示す。 

発電設

備設置

時 

各自治体の生活環境条例等に対し、届出等

を行う必要がある場合がある。廃棄物に関

して有害物質の取り扱いとして状況報告

等を求められる場合などがある。 

土地利用調

整条例等 

土 地 の 開 発

を 行 う 際 に

必要となる 

発電設

備設置

時 

土地の開発を行う際に協議や開発許可の

申請が必要となる場合がある。 

公害防止協

定等 

土 地 の 開 発

を 行 う 際 に

必要となる 

発電設

備設置

時 

公害防止協定等に定義される特定の工場

等に該当する場合は、特定有害物質等取扱

事業所設置状況等調査結果の提出等、当該

自治体の規定に従った手続きが必要とな

る場合がある。 

火災防止条

例 

変 電 設 備 の

設 置 を 行 う

際に、必要と

なる。 

発電設

備設置

時 

変電設備の設置を行う際に、消防署等へ届

出が求められる場合がある。 

景観条例 土 地 の 開 発

を 行 う 際 に

必要となる 

発電設

備設置

時 

発電用地のフェンスの設置等について、景

観法に基づく条例に従い、届出等が求めら

れる場合がある。 

企業立地促

進条例 

指 定 さ れ る

事 業 立 地 に

あたり、課税

の 減 免 措 置

等 を う け る

た め に 必 要

となる。 

発電設

備設置

時 

域内における産業の振興を促進するため、

域内に事業場を新設し、又は増設する者に

対し、課税の免除及び助成の措置を行うこ

とにより、域内経済の発展及び雇用機会の

拡大を図り、もって活力あるまちづくりを

推進することが目的とされている。指定す

る事業所として太陽光発電施設が該当す

る場合がある。 

 

なお、上記以外にも、場合によっては、所定の手続きが必要となる最終処分場もある。 
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8.2 各種法制度の届出・認可等に関する事前協議 

栃木市では、太陽光パネルを設置する敷地面積が、1,000 ㎡以上の場合に事前協議等の

手続きが必要になる。そのため、太陽光発電所設置事前協議書を提出した。栃木市では、

提出した協議書に基づき、課題など各課の意見を集約し、回答することとなっている。 

 

 

8.3 地域住民との合意形成の方法の検討 

地域住民との合意形成については、意思決定過程で住民説明会等を実施する。 

また、当該地においては地権者が多く、地権者との合意形成を優先する必要がある。現

状では、ほとんどの地権者が太陽光発電の導入に関して同意としており、残りの地権者に

おいては説明会等を実施し、同意を得ることが重要である。 
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第９章 今後の課題と将来展望 

 

本章では、本業務で得られた知見により、「一般廃棄物最終処分場」への太陽光発電の

導入を推進するための今後の課題等に関して概説する。 

 

本事業に相応しいと考えられる事業スキーム案は、『土地貸しによる全量売電の事業ス

キーム』である。 

事業実現のためには、発電事業者をみつけることが重要である。 

そのために、事業者が事業に参入しやすい条件を早急に整える必要がある。たとえば、

地権者の同意、近隣住民の同意、関係法令のクリアの見込み、連系の可能性等である。 

これらの条件をクリアするとともに、事業者の募集の際には当該処分場は一般廃棄物最

終処分場であることから、栃木市と連携して行うことも視野に入れ、事業化に向けて進め

ていく。 

また、太陽光発電事業終了後の跡地利用は、今後の課題である。 
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【事業スキーム・事業性評価結果・地域合意形成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本事業に相応しいと考えられる事業スキーム案＞ 

土地貸しによる全量売電の事業スキーム 
 
○事業採算性 
 土地の賃料は 2 ケースについて検討を行った。 
 第 1 発電所、第 2 発電所共に事業収支はプラスとなるが、第 2 発電所のみの方 
が事業採算性は高い。 
 以下に事業採算性の高い第 2 発電所について示す。 
・賃料 100 円/㎡・年 
 (株)DSK の 20 年間の収入は、6,957 万円。 
 発電事業者の事業採算性については、PIRR は 5.88％となった。 
・賃料 125 円/㎡・年 
 (株)DSK の 20 年間の収入は、8,697 万円。 
 発電事業者の事業採算性については、PIRR は 5.67％となった。 
 
 事業化のためには、賃料と事業採算性を両立できる条件を見出すことが重要で 
ある。 
 

 賃料 100 円/㎡・年 賃料 125 円/㎡・年 

 PIRR EIRR PIRR EIRR 

第 1 発電所 2.84％ 1.01％ 2.57％ 0.51％ 

第 2 発電所 5.88％ 6.39％ 5.67％ 6.00％ 

(株)DSK の 
20 年間の収入 

第 1 発電所 1,787 万円 
第 2 発電所 6,957 万円 

第 1 発電所 2,234 万円 
第 2 発電所 8,697 万円 

 
 

 

 

【事業計画の概要（案）】 

 

 
＜プロジェクトの全体概要＞ 

項目 概要 

事業実施エリア 一般廃棄物最終処分場 

発電所全体の設備容量 第 1 発電所：505kW 第 2 発電所：2,715kW 

系統連系地点 敷地内の引込電柱 

年間発電量（予測） 第 1 発電所：約 563MWh/年 第 2 発電所：約 3,028MWh/年 

概算事業規模 

＜第 1 発電所＞ 

建設費：1 億 1,611 万円 

系統連携工事負担金： 

約 682 万円 

修繕費：96 万円/年 

保険料：29 万円/年 

施設撤去費用：58 万円/年 

(事業開始後 11 年目～20 年目) 

＜第 2 発電所＞ 

建設費：5 億 1,583 万円 

系統連系工事負担金： 

約 3,665 万円 

修繕費：433 万円/年 

保険料：129 万円/年 

施設撤去費用：258 万円/年 

(事業開始後 11 年目～20 年目) 

備考 

※東京電力へ系統接続の事前相談行った結果、空き容量「0kW」の回答

であった（平成 29 年 2 月）が、当該地域は大規模新設工事区域であり、

暫時工事中とのこと。工事終了地区ごとに接続検討を行っている。 

 

【背景・処分場の特徴】 
○一般廃棄物最終処分場は昭和 55 年に埋立が開始され、平成 10 年

埋立完了となった。主な埋立物は、焼却残渣と不燃物残渣である。 

○当処分場において、処分場廃止までの水処理設備の維持管理、処

分場の借地料の費用確保のため、太陽光発電の導入を検討する。 

【基本コンセプト】 
○当該地は、周囲に民家がほとんどなく、地形も平坦であり、南側は渡良

瀬川の遊水地となっているため遮蔽物はなく、太陽光発電の設置条件が
極めて良好である。当該地におけるパネル配置は、江川によって第 1
発電所（505kW）と第 2 発電所（2,715kW）に分けられ、それぞれの事業
採算性を検討する。 

＜事業性評価の結果概要＞ 
○第 2 発電所（2,715kW）のみの事業化が、事業採算性は最も高い。 
○第１発電所（505kW）は、設備容量が小さいため、建設コストが高く

事業採算性は低い。 
○土地貸しによる太陽光発電事業の実施によって、土地賃借料の収入

が得られ、処分場の廃止までにかかる維持管理費及び借地料の確保
が期待できる。 
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事業計画地周辺写真 

一般電気事業者売電

処分場管理者

電力料金

（FIT）

一般家庭等

配電 電気代

地域貢献

地域住民

地域の建設会社

発電事業者

土地提供
土地賃料

固定資産税等

工事代金

土地賃料 

＜地域住民との合意形成＞ 
○地域住民との合意形成については、意思決定過程で住民説明会等を
実施する。 
○当該地においては地権者が多く、地権者との合意形成を優先する必
要がある。現状では、ほとんどの地権者が太陽光発電の導入に関して
同意としており、残りの地権者においては説明会等を実施し、同意を
得ることが重要である。 

＜事前協議制度＞ 

○栃木市では、太陽光パネルを設置する敷地面積が、1,000 ㎡以上の場合に事前協議等の手続きが必要になる。そのため、太陽光発電所設置事

前協議書を提出した。栃木市では、提出した協議書に基づき、課題など各課の意見を集約し、回答することとなっている。 

○CO2削減効果以外の効果 
 ・埋立完了後の処分場における収入の増加 
 ・太陽光発電の設置による再生可能エネルギー供給拠点と 
  して、処分場イメージの向上 

 

 「国土地理院撮影の空中写真（2007年～撮影）」 

 


